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児
童
扶
養
手
当・ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成

　
離
婚
や
配
偶
者
と
の
死
別
な
ど

に
よ
り
対
象
と
な
る
人
で
、
ま
だ

申
請
を
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め

に
相
談
ま
た
は
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
た
だ
し
、
所
得
制
限
や
公
的
年

金
の
受
給
状
況
な
ど
に
よ
り
対
象

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
年
度
の
末
日
で
18
歳
以
下
（
一

定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未

満
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
父
も
し
く
は
母
、

ま
た
は
児
童
を
養
育
す
る
人　
申

問
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー
（
☎

０
２
５
・
５
２

０
・
５
７
２

６
）、
ま
た
は

各
総
合
事
務
所

ミ
ュ
ゼ
雪
小
町
で
学
習
ス
ペ
ー
ス
を

開
放
し
て
い
ま
す

　
利
用
予
約
の
な
い
時
間
帯
に
、

多
目
的
室
１
・
２
を
学
習
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
開
放
し
て
い
ま
す
。
事

前
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
時
間
帯
は
、
利
用
日

当
日
に
上
越
市
公
共
施
設
予
約
シ

ス
テ
ム
で
確
認
（「
○
」
に
な
っ

て
い
る
時
間
帯
は
利
用
可
）
す
る

か
、
当
日
に
ミ
ュ
ゼ
雪
小
町
館
内

と
、あ
す
と
ぴ
あ
高
田
１
階
ロ
ビ
ー

に
掲
示
す
る
案
内
表
示
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
利
用
時
の
注
意
事

項
な
ど
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

時
開
館
時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後

10
時　
所
ミ
ュ
ゼ
雪
小
町　
問
文

化
振
興
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
６
２
８
）

野
生
鳥
獣
に
よ
る 

農
作
物
被
害
へ
の
対
策

問
中
山
間
地
域
農
業
対
策
室
（
☎

０
２
５
・
５
２
０
・
５
７
５
５
）

●
イ
ノ
シ
シ
侵
入
防
止
用
電
気
柵
を

降
雪
期
前
に
撤
収
し
ま
し
ょ
う

　
電
気
柵
は
、
雪

の
重
み
で
破
損
す

る
恐
れ
が
あ
る
ほ

か
、
道
路
脇
の
ほ

場
に
お
い
て
は
除

雪
作
業
の
支
障
と

な
る
た
め
、
降
雪
期
前
に
必
ず
撤

収
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
春
先
の
被
害
を
防
止
す

る
た
め
、
来
春
の
雪
解
け
後
、
速

や
か
に
設
置
し
直
し
て
く
だ
さ
い
。

●
有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て
い
ま
す

　
農
作
物
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、

（
一
社
）新
潟
県
猟
友
会
の
市
内
６

支
部
が
、
年
間
を
通
し
て
イ
ノ
シ

シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て

い
ま
す
。
猟
銃
や
わ
な
を
使
用
し

ま
す
の
で
、
見
か
け
て
も
近
づ
か

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
住
宅
地
や
人
が
多
く
集
ま
る

場
所
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

※�

猟
友
会
員
は
、
捕
獲
活
動
時
に

オ
レ
ン
ジ
色
の
帽
子
と
ベ
ス
ト

を
着
用
し
て
い
ま
す
。
捕
獲
活

動
を
行
う
際
は
、
実
施
者
が
関

係
す
る
町
内

会
に
周
知
し

ま
す
。

農
業
用
軽
油
の
免
税
制
度

　
農
業
用
機
械
に
使

用
す
る
軽
油
引
取
税

（
１
リ
ッ
ト
ル
当
た

り
32
・
１
円
）
を
免

税
す
る
制
度
で
す
。

新
規
に
希
望
す
る
人
は
、
令
和
8

年
１
月
16
日
㊎
ま
で
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。
２
年
目
以
降
の

人
は
、
取
扱
販
売
店
が
指
定
す
る

日
ま
で
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、免
税
さ
れ
る
軽
油
数
量
は
、

使
用
す
る
農
業
機
械
の
種
類
と
、

農
地
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
耕
作
面

積
を
基
に
決
定
し
ま
す
。

費
○
申
請
手
数
料
＝
４
５
０
円　

（
新
規
申
請
時
と
更
新
時
に
そ
れ

ぞ
れ
必
要
）　

○
耕
作
面
積
証
明

児童扶養手当ひとり親医療

詳しくは

詳しくは

手
数
料
＝
３
５
０
円（
毎
年
必
要
）

問
○
申
請
に
関
す
る
こ
と
＝
免
税

軽
油
取
扱
石
油
販
売
店
ま
た
は
上

越
地
域
振
興
局
課
税
課
（
☎
０
２

５
・
５
２
６
・
９
３
０
８
）　

○

耕
作
面
積
証
明
に
関
す
る
こ
と
＝

農
業
委
員
会
事
務
局（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
８
１
３
）

12月3日～9日は障害者週間です～大切にしよう「相手を理解し配慮すること」～�
問  福祉課（☎025-520-5695）

　「障害者週間」は、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会、
経済、文化そのほかあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを
目的として、障害者基本法に定められています。障害のある人は、周囲が理解し
配慮することで、活動の幅が広がります。誰もがお互いに人格と個性を尊重して
支え合う社会を目指し、市民の皆さん一人一人の理解と協力をお願いします。
●障害者差別解消法を知っていますか？
　「障害者差別解消法」は、障害を理由とした差別をなくし、障害のある人もな
い人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。障害について理
解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していく
ようご協力をお願いします。
●ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけたら
　ヘルプマーク・ヘルプカードは、外見からは分
からなくても、周囲の人からの援助を必要として
いる人が身に付け、周囲から配慮を受けやすくす
ることを目的としたものです。利用者を見かけた
ら、思いやりのある行動をお願いします。

詳しくは

詳しくは

詳しくは


